
公         告  

 

大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 に 関 す る 件  

 

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 1 0 年 法 律 第 9 1 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、 次 の と お り 同 条 第 ３ 項 に お い て 準

用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

 な お 、 そ の 変 更 届 出 書 等 は 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日 か ら ４ 月 間 岐 阜 県 商 工 労 働 部

商 業 ・ 金 融 課 に お い て 縦 覧 に 供 す る 。  

  ま た 、 当 該 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の 地 域 の 生 活 環 境 の 保 持

の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る 者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ 月 以 内

に 岐 阜 県 に 対 し 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

 

 

 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日  

                       岐 阜 県 知 事  江 崎  禎 英      

 

 

１  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

  バ ロ ー 羽 島 シ ョ ッ ピ ン グ セ ン タ ー  

  羽 島 市 江 吉 良 町 字 大 沼 ２ ９ ３ ９  外 １ ５ ０ 筆  

 

２  届 出 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 バ ロ ー ホ ー ル デ ィ ン グ ス  

  代 表 取 締 役  田 代  正 美  

  岐 阜 県 恵 那 市 大 井 町 １ ８ ０ 番 地 の １  

  株 式 会 社 エ デ ィ オ ン  

代 表 取 締 役  久 保  允 誉  

広 島 市 中 区 紙 屋 町 二 丁 目 １ 番 １ ８ 号  

株 式 会 社 チ ヨ ダ  

代 表 取 締 役  町 野  雅 俊  

東 京 都 杉 並 区 萩 窪 四 丁 目 ３ ０ 番 １ ６ 号  

株 式 会 社 ワ ー ク マ ン  

代 表 取 締 役  小 濱  英 之  

群 馬 県 伊 勢 崎 市 柴 町 １ ７ ３ ２ 番 地  

 

 

 



３  変 更 し よ う と す る 事 項  

 （ １ ） 大 規 模 小 売 店 舗 の 施 設 の 配 置 に 関 す る 事 項  

  （ 位 置 に つ い て は 、 縦 覧 に 供 す る 届 出 書 類 に 示 す と お り ） 

項 目  変 更 前  変 更 後  

荷 さ ば き 施 設 の 位 置 及 び 容 量  １ ， ４ ７ ７ ㎡  １ ， ６ ２ ５ ㎡  

  

（ ２ ） 大 規 模 小 売 店 舗 の 施 設 の 運 営 方 法 に 関 す る 事 項  

  項 目  変 更 前  変 更 後  

大 規 模 小 売 店 舗 に つ い て 小 売 業 を 行 う 者

の 開 店 時 刻 及 び 閉 店 時 刻  7 : 0 0～ 0 : 0 0  6 : 3 0～ 0 : 0 0  

来 客 が 駐 車 場 を 利 用 で き る 時 間 帯  6 : 3 0～ 0 : 3 0  6 : 0 0～ 0 : 3 0  

駐 車 場 の 自 動 車 の 出 入 口 の 数 及 び 位 置  ４ 箇 所  ５ 箇 所  

荷 さ ば き 施 設 に お い て 荷 さ ば き を 行 う こ

と が で き る 時 間 帯  2 4 時 間  
2 4 時 間  

（範囲内での変更） 

 

 ４  届 出 年 月 日  

  令 和 ８ 年 ３ 月 ３ ０ 日  


